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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
ユ ー ザ の 第 １ と 第 ２ の 認 証 キ ー の う ち の 前 記 第 １ の 認 証 キ ー を 記 憶 し 前 記 第 ２ の
認 証 キ ー は

ユ ー ザ の 前 記 第 ２ の 認 証 キ ー を 記 憶 し 前 記 第 １ の 認 証 キ ー は

　 が 、 前 記 ユ ー ザ か ら 第 １ の 認 証 キ ー の 入 力 を 受 け 、 入 力 さ れ
た 第 １ の 認 証 キ ー と 、 記 憶 さ れ て い る 第 １ の 認 証 キ ー と を 照 合 す る こ と で 、 第 １ 段 階
の 個 人 認 証 を 行 な う ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 １ 段 階 の 個 人 認 証 が 成 功 し た 場 合 、 が 前 記 ユ ー ザ に 対 し て
、 ワ ン タ イ ム IDを 発 行 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 ユ ー ザ に 発 行 し た ワ ン タ イ ム IDを 、 前 記 第 １ 段 階 の 個 人
認 証 で マ ッ チ し た ユ ー ザ の 管 理 マ ス タ IDに 該 当 す る ユ ー ザ の ワ ン タ イ ム IDと ス テ ッ プ
と 、
　 が 、 前 記 ユ ー ザ か ら 前 記 第 ２ の 認 証 キ ー 及 び ワ ン タ イ ム IDの 入 力
を 受 け 、 入 力 さ れ た 第 ２ の 認 証 キ ー

ワ ン タ イ ム ID
ワ ン タ イ ム ID こ と で 、 第 ２ 段

階 の 個 人 認 証 を 行 な う ス テ ッ プ と
を 有 す る 個 人 認 証 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
ユ ー ザ の 第 １ と 第 ２ の 認 証 キ ー の う ち の 前 記 第 １ の 認 証 キ ー

て い る が
把 握 し て お ら ず 、 か つ 前 記 ユ ー ザ の 管 理 マ ス タ IDを 記 憶 し て い る 第 １ 段 階 認 証

手 段 と 、 前 記 て い る が 把 握 し
て お ら ず 、 か つ 前 記 ユ ー ザ の 前 記 管 理 マ ス タ IDを 記 憶 し て い る 第 ２ 段 階 認 証 手 段 と に よ り
行 な わ れ る 個 人 認 証 方 法 で あ っ て 、

前 記 第 １ 段 階 認 証 手 段 前 記
前 記

前 記 第 １ 段 階 認 証 手 段

前 記 第 １ 段 階 認 証 手 段 が 、
す る

前 記 第 ２ 段 階 認 証 手 段
前 記 が 前 記 記 憶 さ れ て い る 第 ２ の 認 証 キ ー に 一 致 す る

と と も に 前 記 入 力 さ れ た が 前 記 第 １ 段 階 の 個 人 認 証 で マ ッ チ し た ユ ー ザ の 管
理 マ ス タ IDに 該 当 す る ユ ー ザ の に 一 致 す る か ど う か を 調 べ る

を 記 憶 し て い る が 前 記 第 ２ の



、 前 記 ユ ー ザ の 管 理 マ ス タ IDを 記 憶
と 、

　 前 記 ユ ー ザ の 第 １ と 第 ２ の 認 証 キ ー の う ち の 前 記 第 ２ の 認 証 キ ー
、 前 記 ユ ー ザ の 管 理 マ ス タ IDを 記 憶

と

　 前 記 ユ ー ザ か ら 第 １ の 認 証 キ ー の 入 力 を 受 け 、 入 力 さ れ
た 前 記 第 １ の 認 証 キ ー と 、 記 憶 さ れ て い る 第 １ の 認 証 キ ー と を 照 合 す る こ と で 、 第 １
段 階 の 個 人 認 証 を 行 な い 、 前 記 第 １ 段 階 の 個 人 認 証 が 成 功 し た 場 合 、 前 記 ユ ー ザ に 対 し て
、 ワ ン タ イ ム IDを 発 行 す る と と も に 、 前 記 ユ ー ザ に 発 行 し た 前 記 ワ ン タ イ ム IDを 、 前 記 第
１ 段 階 の 個 人 認 証 で マ ッ チ し た ユ ー ザ の 管 理 マ ス タ IDに 該 当 す る ユ ー ザ の ワ ン タ イ ム IDと
し 、
　 前 記 ユ ー ザ か ら 前 記 第 ２ の 認 証 キ ー 及 び 前 記 ワ ン タ イ ム IDの
入 力 を 受 け 、 入 力 さ れ た 第 ２ の 認 証 キ ー が

前 記 ワ ン タ イ ム ID
ワ ン タ イ ム ID

、 第 ２ 段 階 の 個 人 認 証 を 行 な う 、
認 証 。

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 個 人 認 証 方 法 及 び 個 人 認 証 シ ス テ ム
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認 証 キ ー は 把 握 し て お ら ず 、 か つ し て い る 第 １ 段 階 認
証 手 段

を 記 憶 し て い る が 前 記
第 １ の 認 証 キ ー は 把 握 し て お ら ず 、 か つ し て い る 第 ２
段 階 認 証 手 段
を 備 え 、

前 記 第 １ 段 階 認 証 手 段 が 、 前 記
前 記

前 記 第 ２ 段 階 認 証 手 段 が 、
前 記 前 記 記 憶 さ れ て い る 第 ２ の 認 証 キ ー に 一 致

す る と と も に 前 記 入 力 さ れ た が 前 記 第 １ 段 階 の 個 人 認 証 で マ ッ チ し た ユ
ー ザ の 管 理 マ ス タ IDに 該 当 す る ユ ー ザ の に 一 致 す る か ど う か を 調 べ る こ と で

個 人 シ ス テ ム

前 記 第 １ 段 階 認 証 手 段 と 前 記 第 ２ 段 階 認 証 手 段 が 、 異 な る コ ン ピ ュ ー タ マ シ ン 又 は 同 一 の
コ ン ピ ュ ー タ マ シ ン に よ り 実 現 さ れ る 請 求 項 ２ 記 載 の 個 人 認 証 シ ス テ ム 。

請 求 項 ２ 記 載 の 個 人 認 証 シ ス テ ム の 前 記 第 １ 段 階 認 証 手 段 と し て コ ン ピ ュ ー タ を 機 能 さ せ
る コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 。

請 求 項 ２ 記 載 の 個 人 認 証 シ ス テ ム の 前 記 第 ２ 段 階 認 証 手 段 と し て コ ン ピ ュ ー タ を 機 能 さ せ
る コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 。
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